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1.　はじめに

　本学の教育・研究活動により発生する実験廃棄物のほとんどは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に

おいて「産業廃棄物」あるいはより厳しい管理及び処理体系が定められている「特別管理産業廃棄物」に分

類される。従ってこれらは適正な処理を施して廃棄されなければならない。

　ここでは図 1 に示した流れに沿って，実験廃棄物の取扱いについて解説する。

図１　実験廃棄物取り扱いの流れ図

２．実験廃棄物の分類及び貯留・保管

２-１.　貯留・保管中の注意　　

　廃液の成分を十分に考慮し，最も適切な材質の容器を各自で選択すること。ポリエチレン製等の容器を用

いる場合，衝撃による破損，反応熱による変形，酸化性物質による劣化，有機溶媒による劣化に十分注意す

ること。また紫外線によっても劣化するので直射日光が当たらないよう配慮すること。

実験廃棄物の貯留に関し，保管場所が共通で使用されるため，著しい悪臭あるいは刺激性物質を含むもの

は原則として置かないこととする。従って悪臭あるいは刺激性物質は適当な化学反応の利用等によって搬入

前に無臭あるいは刺激性のない物質に変換しておくこと。また，廃液に発熱，発泡，変質がないことを必ず確

かめる。特に下記の廃液を相互に混合してはならない。下記以外でも混合により反応を起こして発熱し沸騰

して飛び散ったり爆発する場合がある。試薬や廃液を混ぜる前に，危険性を自分で調べること。

　　　実験　　　　　　　　→　　器具，試薬瓶　　　　　→　　廃棄　
　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓すすぎ液
　廃固形物　　　　　廃液（すすぎ液も）
　　↓　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　試薬瓶等
　分類　　　　　　　　　分類　　　　　　　　分類　
　　↓　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　それぞれ保管・貯留　　　　　　　→　　廃棄　

十分洗浄された器具



1） 過酸化物，塩素酸塩，過マンガン酸カリウム，クロム酸，過酸化水素などの酸化剤および酸化性物質

と、還元剤および還元性物質

2） シアン化物，硫化物，次亜塩素酸と酸

3） 塩酸，フッ化水素などの揮発性酸と濃硫酸などの不揮発性酸

4） 濃硫酸，スルホン酸，オキシ酸，ポリ燐酸などの酸と他の酸

5） アンモニウム塩，揮発性アミンとアルカリ

２-２.　 廃液・有害固形廃棄物の分類上の注意

＃　廃液の分類

　１）有機溶媒

    有機溶媒は可燃性と難燃性のものに分ける。

　　可燃性有機溶媒１：ベンゼン，ヘキサン，酢酸エチル，エーテル，アセトン，

　　　　　　　メタノール，エタノール，灯油，軽油，二硫化炭素，など。

　　可燃性有機溶媒２（高粘性オイル類）：機械油，研磨油，重油，切削油，など。

　　難燃性有機溶媒：クロロホルム，ジクロロメタン，トリクロロエチレン，など，

　　　　　　含ハロゲン化物類および含硫黄化合物

2） 重金属イオンを含む廃液

　　重金属イオン別に分類し，重金属イオンを明記する。

3） 含水有機溶媒：有機溶媒と水からなる廃液。

　　　水を含み可燃性を失った廃溶媒，有機酸，アミンなどの廃液

　　　　有機化合物水溶液廃液（医薬品，色素，写真現像・停止廃液）

　　　　有機金属系（キレートなど）の廃液

4） シアン廃液およびシアンを含む廃液

　　　Cu，Fe，Ni，Agなどの安定なシアン錯化合物水溶液（遷移金属錯体類）

　　　　　有機シアン化合物水溶液

5） 酸・アルカリ廃液：ただし，pH6～8 になるように中和した後十分水を加え，各自の責任のもとに放流す

ることが可能である。

6） フッ素・リン酸廃液：C6H5F　等

＃　廃固形物

基本的には廃液の分類と同様に分類する。また，実験に使用したシリカゲル・アルミナ・活性炭などの充填

剤・乾燥剤・吸着剤は一般廃棄物として破棄出来ないので，別途分類する。特に重金属が付着しているもの

は，廃液と同様に金属名を明記する。使用したろ紙や手袋も同様である。

水銀を使用した体温計，温度計，器具などは，できるだけ金属水銀を取り出した後，廃水銀ならびに水銀含

有の廃棄器具として排出する。



２-３.　実験器具・試薬ビン等のすすぎ方

　廃液を排出した後の実験器具等においては，わずかではあるが内部に廃液が残っている。このまま流し

に持ち込み洗浄した場合，有害物質が排水基準値をはるかに上回る濃度で流出する恐れがある。従って

実験器具等を流しに持ち込む前に適切な「すすぎ」を行い，この「すすぎ液」も廃液として貯留する必要があ

る。

　各廃液を排出した後の実験器具等のすすぎ方を表 1 にまとめた。容器に，無機廃液の場合は水，有機廃

液はアセトン，エタノール等（可溶性溶媒）を容器体積の 1/40～1/50 程度入れ，可能な限り激しく振とうする。

この操作は最低 2 回繰り返す必要がある。すすぎ液は２－２に示した分類で廃液として貯留する。なお，す

すぎにおいては 1 回の液量を増加させるよりもすすぎ回数を増加させた方がより効果的である。

　なお，不要になった試薬ビンはすすいだ後，十分に乾燥して分類して実験廃棄物置場に保管する。ある程

度溜まると，試薬販売業者が回収する。

表 1　 実験器具等のすすぎ方
無機廃液 有機廃液

すすぎに用いる液  水 アセトン，エタノール等

（写真廃液は水）
すすぎ液の量 容器体積の 1/40～1/50 以上 （～1/10 程度まで）
要領 可能な限り激しく振とう
繰り返し回数 最低 2 回 最低３回
すすぎ液の分類

すすいだ廃液と 

同じ分類で貯留

（すすがれる物質）：（すすぎ液の分類）
ﾊﾛｹﾞﾝ系　：1 回目ﾊﾛｹﾞﾝ（低），2 回目以降は可燃性
可燃性　　：可燃性
含重金属　：含重金属
含水 　　：含水
写真 　　：写真

２-４.　その他の有害廃棄物（バイオハザード・放射性物質・国際規制物質・PCB）

　放射性物質・国際規制物質・猛毒物質・ＰＣＢ含有固体は，別途回収する。

組換えＤＮＡを実験に使用した際には，組換えＤＮＡ実験委員会で認められた方法にて，実験器具等を処

理し，廃棄を行う。マウス，ラット，ウサギ等ホ乳類の実験動物死体に関しては，動物実験委員会で認められ

た方法にて，実験器具等を処理し，廃棄を行う。また，これらの実験や菌類を取り扱う実験で使用した器具類

の廃棄に関しては，滅菌し，実験者の責任で廃棄することとする。

生物実験に使用した注射針，チップ，注射筒は，別途回収する。

２-５.　 実験廃棄物置場の利用・保管に際する記入事項等

　実験廃棄物置場は，共通で使用しているので，破損ガラスなどの廃棄物を保管する際には，別紙記載事

項に従い，容器に必ず名前（職員名）と内線番号を明記する。尚、同グループの不始末が続いた場合には，

使用を禁ずることもある。廃液や廃固形物を貯留する際には，必ず，部局名，学科名，講座・教室名，責任

者名，内線番号，成分（内容物），搬入年月日を記入すること。



３.　実験廃棄物廃棄手順

３-１.　排水に関する注意事項

　実験室での全ての排水は，原則としてそのまま排出される。過去に何度も行政から排水に関し，警告を受

けているので，今後このような事態にならないよう，各自留意すること。

３-２.　廃棄物の処理と不用薬品の軽減

　不用薬品は不用意に捨てた場合には，法律的には産業廃棄物の不法投棄となり，環境に悪影響を及ぼす

危険性があるので，注意して取り扱うこと。

　年２回，廃棄物及び廃水等取扱作業部会が廃棄物の調査を行うので，該当する廃液等の廃棄物

を保管している研究室は，当該学科（専攻）の担当部会員の指示に従い廃棄物リストを提出すること。

もし，不要になり，廃棄を希望する薬品があれば，廃液等リストに加えて廃棄試薬リストも作成し提出するこ

と。それを受けて作業部会は，薬品使用頻度の高い関係者に廃棄試薬リストの掲示を行う。このリストを見

て必要と思われる薬品があれば，希望者はまず薬品を持っている研究室に問い合わせて，その薬品を引き

取り，担当部会員にその旨報告する。

その後，廃棄処理業者の選定ならびに業者による各リストの確認作業が行われ，処理可能と認められた

廃棄物・廃棄試薬については担当部会員を通して連絡するので，その指示に従って廃棄を行うこと。手順

を図２に示す。

廃棄物及び廃水等取扱作業部会 　各研究室教職員

　　　　　　１　廃試薬リストの作成指示　　　→　　廃試薬リストの作成、作業部会への提出

　　　　　　２　全廃試薬リストの作成と掲示　→　　リスト確認と必要薬品の回収の報告

　　　　　　３　廃棄試薬を担当者に連絡　　　→　　連絡に従い廃棄

図２　廃棄物処理の手順

　不明薬品は最終的には，処分費の他に分析費を別途負担することになるので，不明薬品を作らないよう努

力する必要がある。ラベルがはがれそうな薬品については，早めに内容物がわかるラベルを作り替えるか，

元のラベルをきれいに張り付けるかの措置を行う。不明薬品の処理は安全性や環境汚染性の面で思わぬ問

題を起こすこともあり，費用も高くなるので，薬品の管理については，十分注意を払う必要がある。

　尚，不用試薬の軽減に関し，異なる研究グループでの薬品の共同購入や共同利用を推進する。

（平成１６年８月発行）

（平成１７年７月一部改訂）

（平成１８年 5月一部改訂）

（平成１８年 7月一部改訂）

（平成１８年１１月一部改訂）

（平成１９年 6月２６日一部改訂）



別紙

実験廃棄物置場について

注意

○ 共通の廃棄物置場であ る と い う認識を持って下さい。

○ 基本的に有害物質を取 り除いて、 つま り、 適切に洗浄し て乾燥させてから、 置いて下さい。

○　 下記 1 から 5 まではラベルをつけたま まの状態を保って ください。 （ ラベルは剥がさ ない。 ）

○ 下記 1 から 4 までは、 適宜、 平野純薬の担当者が回収し ます。 1 と 2 は ド アの近く のダンボール

箱に入れて ください。 段ボール箱に入 り きら ない場合には、 近く の床に置いて ください。 3 と 4

はビニール袋に入れて ください。

○ 下記 5 は、 適宜、 上田五兵衛の担当者が回収し ます。 部屋中央近く のプラスチッ ク の箱に、 上記

の 1 から 4 と は区別し て置いて ください。

○ 下記 6 から10までは、 プラスチッ クケースに入れて ください。 同じ種類のものが既にあれば、 そ

こに入れて ください。 同じ種類のものが無ければ、 紙に下記の文字を記し、 空のプラスチッ クケ

ースに貼り付けて、 そ こに入れて ください。 プラスチッ クケースが満タンで無ければ、 部屋の手

前にあ る棚に置いて ください。 プラスチッ クケースが満タンになった ら、 出来る限り奥の方に整

理し て積み上げて ください。 ただし、 安全のため、 縦には 4個までしか積まないで ください。 折

り畳み式のプラスチッ クケースを利用する場合には、 縦方向につぶれないよ う に、 側面がし っか

り と垂直になる よ う にはめ込んで ください。

分類と 処理

1 ．ナカラ イテスク の空ガラス瓶 （ キャ ップを外す。 洗浄 ・乾燥後、 研究室代表者の名前を明記し、

段ボール箱に入れる こ と 。 ）

2 ． 関東化学の空ガラス瓶 （ 上記の 1 ． と同様に取 り 扱 う こ と 。 ）

3 ．ナカラ イテスクの空プラスチッ ク容器 （ 洗浄 ・乾燥後、 ビニール袋に入れて、 置 く 。 ）

4 ． 関東化学の空プラスチッ ク容器 （ 洗浄 ・乾燥後、 ビニール袋に入れて、 置 く 。 ）

5 ．和光純薬の空ガラス瓶 （ キャ ップは外す。 洗浄 ・乾燥後、 臭いがし ないこ と を確認する。 研究

室名を明記し て、 置 く 。 ）

6 ． 上記 1 ・ 2 ・ 5 以外の空ガラス瓶 （ 洗浄 ・乾燥後、 な るべ く、 サイズごと に分別し て、 同一サ

イズのものを ま と めてプラスチッ クケースに入れる。 プラスチッ クケースには、 「空ガラス 瓶」



の文字と容量、 および研究室代表者の名前を明記し た紙を貼り付ける。 ）

7 ． 上記 3 ・ 4 以外の空プラスチッ ク容器 （ 洗浄 ・乾燥後、 な るべ く、 サイズごと に分別し て、 同

一サイズのものを ま と めてプラスチッ クケースに入れる。 プラスチッ クケースには、 「空プ ラ

スチッ ク容器」 の文字と 容量、 および研究室代表者の名前を明記し た紙を貼り付け る。 ）

8 ． 破損ガラス （ な るべ く 洗浄 ・乾燥し た後に、 ま と めてプラスチッ クケースに入れる。 プラスチ

ッ クケースには、 「破損ガラス」 の文字および研究室代表者の名前を明記し た紙を貼り付 け

る。 ）

9 ． チップ類 （ 洗浄 ・乾燥後に、 プラスチッ クケースに入れる。 プラスチッ クケースには、 「チ ッ

プ類」 の文字および研究室代表者の名前を明記し た紙を貼り付ける。 ）

10 ． TLCプレー ト （ 洗浄 ・乾燥後、 プラスチッ クケースに入れる。 プラスチッ クケースには 「TLC

プレー ト 」 の文字および研究室代表者の名前を明記し た紙を貼り付ける。 ）

11 ． 不燃廃液の入った容器 （ 廃液成分と担当教職員名 ・連絡先内線番号等を明記し ，棚などに整理

し て置 く 。 ）

12 ． １斗缶 （内容物をな く し て、 乾燥させた後、 不燃物ゴ ミ集積場へ。 ）

13 ．可燃性廃液の入った容器 （ 危険物倉庫に保管。 ）

14 ． その他 （ 廃棄物及び廃水等取扱作業部会に相談する こ と 。 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　次ページに続く 。



VII ． 保管庫の位置と区分

芦原街道脇ゴ ミ置き場 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ↓

実験廃棄物置場
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粗大ゴミ
集積場

資源ゴミ
集積場

不燃ゴミ
集積場

可燃ゴミ
集積場

ドア（入口）

窓

窓

棚に
6～10 の
プラスチックケ
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（追加可能）

棚に
6～10 の
プラスチックケ
ース
(追加可能
なもの）

床上の
段ボール箱に
1 と 2
ビニール袋に
入れて 3 と 4

ここには、満タンになった
6～10 のプラスチックケースを
奥から順に背の高さまで積み上げる

棚に
11

プラスチック箱に
5


